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郵
政
で
働
く
時
給
制

契
約
社
員
の
時
給
額
は
、

地
域
別
最
低
賃
金
（
１
０

円
未
満
は
切
り
上
げ
）
プ

ラ
ス
付
加
額
（
２
０
円
）

で
す
。
外
務
の
場
合
は
こ

れ
に
加
算
額
（
１
３
０

円
）
が
プ
ラ
ス
さ
れ
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
地
域

別
最
低
賃
金
が
上
が
れ

ば
時
給
に
連
動
し
時
給

ア
ッ
プ
と
な
り
ま
す
。 

 

今
回
、
東
京
で
は
時
給

２
５
円
引
き
上
げ
ら
れ

９
３
２
円
と
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
を
東
京
の
郵
政

に
充
て
れ
ば
、
１
０
円
未

満
は
切
り
上
げ
ら
れ
ま
す
か
ら
９

４
０
円
と
な
り
、
付
加
額
２
０
円
が

プ
ラ
ス
さ
れ
９
６
０
円
と
な
り
ま

す
。
（
外
務
は
加
算
額
１
３
０
円
を

加
え
て
１
０
９
０
円
）
こ
れ
が
今
後

の
時
給
制
契
約
社
員
の
基
本
給
と

な
り
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
「
ど
こ
で
も
誰
で
も
今

す
ぐ
１
０
０
０
円
に
、
１
５
０
０
円

を
め
ざ
す
」
と
の
労
働
組
合
の
た
た

か
い
と
、
「
貧
困
と
格
差
を
な
く

せ
！
」
と
の
世
論
と
運
動
が
、
政
府

の
２
４
円
（
３
％
）
を
１
円
上
回
る

全
国
平
均
２
５
円
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

２
０
１
３
年
４
月
１
日
に
施
行

さ
れ
た
労
働
契
約
法
１
８
条
は
、
有

期
労
働
契
約
が
反
復
更
新
さ
れ
て

通
算
５
年
を
超
え
た
時
は
、
労
働
者

の
申
し
込
み
に
よ
り
（
自
動
転
換
で

は
な
い
）
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働

契
約
（
無
期
労
働
契
約
）
に
転
換
で

き
る
制
度
で
す
。
た
だ
し
、
労
働
条

件
は
「
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
直

前
の
有
期
労
働
契
約
と
同
じ
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
。 

郵
政
ユ
ニ
オ
ン
は
直
ち
に
「
５
年

を
待
た
ず
に
３
年
で
・
・
・
」
と
会

社
に
求
め
て
き
ま
し
た
。
法
律
に
基

づ
く
無
期
転
換
時
期
は
２
０
１
８

年
４
月
で
す
が
、
会
社
は
、
今
年
の

春
闘
で
「
２
０
１
６
年
１
０
月
に
前

倒
し
し
て
実
施
」
す
る
こ
と
を
提
案

し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
一
歩

前
進
で
す
が
、
１
０
月
以
降
の
採
用

者
に
新
た
な
ハ
ー
ド
ル
も
提
案
し

て
き
ま
し
た
。 
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１
０
月
か
ら
、
最
低
賃
金
が
改
訂
さ
れ
、
生
活
す
る
に
は
依
然
と
し

て
低
す
ぎ
ま
す
が
東
京
都
の
最
低
賃
金
が
２
５
円
ｕ
ｐ
し
て
９
３
２

円
に
。
労
働
契
約
法
１
８
条
の
有
期
か
ら
無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換
制

度
の
実
現
と
、
こ
れ
に
伴
う
郵
政
の
一
年
前
倒
し
実
施
。
こ
れ
ら
は
、

労
働
組
合
の
た
た
か
い
と
世
論
と
運
動
の
力
で
す
。
仲
間
が
増
え
れ
ば

要
求
実
現
の
大
き
な
力
と
な
り
ま
す
。
一
緒
に
行
動
し
ま
し
ょ
う
。 

 

郵
政
の
再
雇
用
社
員
の

賃
金
は
、
定
年
前
後
の
仕

事
の
内
容
や
責
任
の
重

さ
は
変
わ
ら
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
だ
け

が
概
ね
４
０
％
前
後
引

き
下
げ
ら
れ
、
夏
期
・
年

末
一
時
金
も
低
く
な
っ

て
い
ま
す
。
高
齢
だ
か
ら

と
仕
事
量
が
軽
減
さ
れ

る
わ
け
で
も
な
く
、
一
般

社
員
と
同
じ
仕
事
量
を

任
さ
れ
て
い
る
再
雇
用

社
員
は
、
年
金
受
給
年
齢

が
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
生
活

を
切
り
詰
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

改
正
労
働
契
約
法
２
０
条
は
、
有

期
雇
用
を
理
由
と
し
た
労
働
条
件

の
格
差
を
禁
止
し
ま
し
た
。
５
月
１

３
日
の
東
京
地
裁
判
決
は
、
再
雇
用

社
員
の
賃
金
引
き
下
げ
は
労
契
法

２
０
条
違
反
だ
と
し
て
横
浜
の
運

送
会
社
で
働
く
再
雇
用
社
員
の
訴

え
を
全
面
的
に
認
め
ま
し
た
。 

８
月
、
郵
政
ユ
ニ
オ
ン
は
、
法
の

趣
旨
、
判
決
に
照
ら
し
て
再
雇
用
社

員
の
均
等
待
遇
と
賃
金
改
善
を
求

め
ま
し
た
。 

 


